
令和８年１月１日現在

伊佐市に居住している

税務署へ所得税の

確定申告書を提出する

令和７年１月１日から12月31日の間に収入があった

（給与・公的年金・営業・農業・不動産（小作料含む）・個人年金・

生命保険の一時金・土地や建物の売却などの収入） ※１

収入は給与のみ

収入は公的年金のみ

年金の収入金額は148万円以下

（65歳未満の人は98万円以下）

年末調整で届け出た以外の控除を受けたい

（医療費控除の申告、扶養親族の追加など）

扶養親族等申告書で届け出た以外の

控除を受けたい ※４

（社会保険料控除、生命保険料控除、

医療費控除の申告、扶養親族の追加など）

伊佐市への申告は不要
※令和８年１月１日現在の

住所地へご確認ください

いいえ

はい

伊佐市への申告は不要

いいえ

はい

はい いいえ

伊佐市内に住む親族から

扶養されている ※２
申告は不要

はい

２か所以上から給与の

支払いがある ※３

申告が必要

はい

はい

いいえ

いいえ いいえ

申告は不要

申告が必要

はい

いいえはい いいえ

いいえ

はい

申告が必要
はい

いいえ

※１ 障害年金・遺族年金・雇用保険の失業給付など非課税収入は除く。

※２ 事業専従者に該当しない合計所得58万円以下の人で、親族の年末調整や確定申告で税制上の扶養と

して申告されている人。健康保険の扶養とは異なる。

※３ １か所からの給与収入のみの場合でも、年途中の退職等で年末調整が済んでいない場合や、勤務先か

ら市へ給与支払報告書が提出されていない場合（提出の有無は勤務先へご確認ください）は申告が必要。

※４ 扶養親族等申告書は、該当者へ各年金保険者から送付される（送付の有無は各年金保険者へご確認く

ださい）。


